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議案第２５号  

羽生市立同和対策集会所設置及び管理条例の一部を改

正する条例  

羽生市立同和対策集会所設置及び管理条例（昭和４８年条例第４号）

の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

羽 生 市 立 集 会 所 設 置 及 び 管 理

条例  

羽 生 市 立 同 和 対 策 集 会 所 設 置

及び管理条例  

（設置）  （設置）  

第１条  基本的人権を尊重し、様々

な 人権問 題の解 決を 図るた め、人

権 教育及 び人権 啓発 の 推進 の場と

して、集会所を設置する。  

第１条  基本的人権を尊重し、同和

問 題を根 本的に 解決 するた め、住

民 の教育 の向上 、健 康の増 進、生

活 文化の 振興を はか り、も って同

和 教育推 進の場 とし て、 同 和対策

集会所を設置する。  

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  集会所の名称及び位置は、

次のとおりとする。  

第２条  前条の同和対策集会所の名

称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す

る。  

名称  所在地  

羽 生 市 立 須 影 集

会所  

（略）  

羽 生 市 立 稲 子 集

会所  

（略）  

羽 生 市 立 桑 崎 集

会所  

（略）  

羽 生 市 立 下 岩 瀬

集会所  

羽生市大字下岩瀬

７３３番地３  

名称  所在地  

羽 生 市 立 同 和 対

策須影集会所  

（略）  

羽 生 市 立 同 和 対

策稲子集会所  

（略）  

羽 生 市 立 同 和 対

策桑崎集会所  

（略）  

羽 生 市 立 同 和 対

策下岩瀬集会所  

羽生市大字下岩瀬

７３３番地  
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羽 生 市 立 西 新 田

集会所  

（略）  

 

羽 生 市 立 同 和 対

策西新田集会所  

（略）  

 

（管理）  （管理）  

第３条  集会所の管理に関し必要な

事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め

る。  

 

第３条  同和対策集会所の管理に関

し 必要な 事項は 、教 育委員 会が別

に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（羽生市附属機関設置条例の一部改正）  

２  羽生市附属機関設置条例（令和２年条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

別表（第２条、第３条関係）  別表（第２条、第３条関係）  

執行

機関  

附属機関  担任

事項  

委員

の定

数  

市 長  （略）  （略）  （略）  

教 育

委 員

会  

羽 生 市 立 学 校 適 正

規 模 審 議 会 ～ 羽 生

市 学 校 給 食 セ ン タ

ー運営協議会  

（略）  （略）  

集会所運営委員会  

 

（略）  （略）  

放 課 後 子 ど も 教 室

運 営 委 員 会 ・ 宝 蔵

寺 沼 ム ジ ナ モ 自 生

（略）  （略）  

執行

機関  

附属機関  担任

事項  

委員

の定

数  

市 長  （略）  （略）  （略）  

教 育

委 員

会  

羽 生 市 立 学 校 適 正

規 模 審 議 会 ～ 羽 生

市 学 校 給 食 セ ン タ

ー運営協議会  

（略）  （略）  

同 和 対 策 集 会 所 運

営委員会  

（略）  （略）  

放 課 後 子 ど も 教 室

運 営 委 員 会 ・ 宝 蔵

寺 沼 ム ジ ナ モ 自 生

（略）  （略）  
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地 植 生 回 復 に 関 す

る保存検討委員会  
 

地 植 生 回 復 に 関 す

る保存検討委員会  
 

備考  備考  

１  集会所運営委員会 の委員の

定 数は、 羽生市 立集 会所設 置

及 び管理 条例 （ 昭和 ４８年 条

例 第４号 ）第２ 条に 規定す る

集 会所ご とに設 置す る 集会 所

運 営委員 会 の委 員の 定数と す

る。  

１  同和対策集会所運営委員会

の 委員の 定数は 、 羽 生市立 同

和 対策集 会所設 置及 び管理 条

例 （昭和 ４８年 条例 第４号 ）

第 ２条に 規定す る 同 和対策 集

会 所ごと に設置 する 同和対 策

集 会所運 営委員 会 の 委員の 定

数とする。  

２  （略）  ２  （略）  

  

（羽生市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正）  

３  羽生市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和３１年条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

別表（第１条関係）  別表（第１条関係）  

職名  区分  報酬

の額  

旅費

の額  

教育委員会～公民館

運営審議会委員  

（略）  （略）  （略）  

集会所運営委員  

 

（略）  （略）  

羽生市いじめ問題調

査審議会委員～宝蔵

寺沼ムジナモ自生地

植生回復に関する保

（略）  （略）  

職名  区分  報酬

の額  

旅費

の額  

教育委員会～公民館

運営審議会委員  

（略）  （略）  （略）  

同和対策集会所運営

委員  

（略）  （略）  

羽生市いじめ問題調

査審議会委員～宝蔵

寺沼ムジナモ自生地

植生回復に関する保

（略）  （略）  
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存検討委員会  
 

存検討委員会  
 

 備考  （略）   備考  （略）  

  

  令和３年２月２４日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


